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荒川区配偶者暴力相談支援センターでは

あなたの立場に立った相談に応じています

−−専門機関へ相談するようアドバイスしてください

　「あなたも悪いのでは？」「あんないい人がまさか…」という言葉

や態度は、被害者を傷つけるだけでなく、せっかく勇気を出して始め

た相談を、止めてしまう原因にもなります。被害者から相談を受け

た場合、まずは、話をありのまま聞いてください。

　そして、被害者の意思を確認せずに警察や被害者の家族に知らせ

たり、加害者に直接注意したりすることはせず、荒川区配偶者暴力

相談支援センターまたは、専門相談機関へ相談するようアドバイス

してください（P.18 参照）。

　ただし、生命または身体に、重大な危害が差し迫っていることが明らかな

場合、本人の同意を得なくても、積極的に通報することが必要です。

被害者はなぜ逃げられないの？

相談を受けたらどうしたらいい？

　被害者は、「暴力をふるわれる理由は自分にある」「自分のことを

愛しているから殴るんだ」「いつかは変わってくれるだろう」と思いこ

まされています。そのような状況の中で、逃げる機会や気力を次第に

失っていきます。

　さらに、「収入がないと、逃げても生活ができないのでは…」「子

どもの学校や安全などを考えると逃げきることが難しいのでは…」と

考え、暴力的な環境の中で生活するうちに、暴力をふるう相手が望

むことを優先して行動するようになり、被害者の生活はますます暴力

に支配され、逃げ出すことが困難になるのです。

　まずは、被害者の置かれている深刻な状況や不安をよく聞き理解

してあげることが何よりも重要です。

−−まずは、被害者の状況を理解することから

　ドメスティック・バイオレンスとは、配偶者や交際相手な

ど親密な関係にある者からの暴力を指します。体力や経済

力、社会的影響力などで優位な立場の人が弱い立場の人を

力で支配し、自分の思い通りに相手を動かすためにふるわ

れる暴力のことです。

　法律上は、被害者は女性に限定されていません。しかし、

暴力の起こる背景には、夫が妻に暴力をふるうのはある程

度は仕方がないと容認する社会通念や、妻に収入が少ない

場合が多いといった男女の経済的格差などから被害者は圧

倒的に女性が多いです。

　身体的暴力だけではなく、さまざまな暴力が複合的に繰

り返されるのが特徴で、暴力によって配偶者を支配しよう

とするものです。

悩みをきく 安全確保

自立支援

悩みを伺い、相談者の気

持ちを一緒に整理します

緊急時の一時保護

に向けた連絡調整

自立のための相談支援

一緒に考える

安心や安全感をもてる

工夫を一緒に考えます

情 報 提 供

緊急時の避難方法、保護命令などの法律、支

援する機関など、必要な情報を提供します


